
令和 5 年 4 月 7 日 

 

保護者 様 

 

【玉川小学校】新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直し等について（補足） 

 

〇健康観察記用紙の提出はありません。引き続き自宅での健康観察の徹底をお願いします。 

〇本人や家族に未診断の発熱者がいるなど体調不良の方がいる場合には、自宅での療養を

お願いします。 

〇欠席時の扱いは、昨年度と同様とします。（診断がついたもの以外はすべて「出席停止」） 

〇欠席連絡は、電話(65-1529)での連絡をお願いします。時間帯は出来る限り 7:50～8:10 に

しお願いします。)尚、必ず通学班への連絡もしてください。 

〇給食配膳時はマスクを着用します。(コロナ禍前の取組と同様とします。) 

〇感染不安や健康上の理由でのマスク着用は各ご家庭でご判断下さい。尚、マスク着用の有

無による差別や偏見等がないよう、ご家庭でもご指導願います。 


